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＜連絡先＞  
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Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０５８１－２２－２１１８ 
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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 
イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ハクビシン、カラス、ア

ライグマ、ヌートリア、ツキノワグマ、カワウ 

計画期間 令和６年度～令和８年度 

対象地域 山県市全域 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和４年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 稲、野菜、イモ類 19.52ha  5,988 千円 

ニホンジカ 稲、野菜 17.99ha 16,822 千円 

ニホンザル 野菜、果樹、イモ類 0.19ha    404 千円 

ハクビシン 野菜、果樹 0.0ha      0 千円 

カラス 野菜、果樹、豆類 0.0ha      0 千円 

アライグマ 野菜 0.0ha      0 千円 

ヌートリア 稲、野菜 0.0ha      0 千円 

ツキノワグマ スギ・ヒノキ 0.0ha      0 千円 

カワウ 魚類 －ha      －千円 

 

（２）被害の傾向 

山間部では、イノシシ、ニホンジカ及びニホンザルによる農林産物に対す

る被害が多数発生しているほか、イノシシによる農地や水路及び道路法面の

破壊被害が発生している。平野部でも、山際の地域では、イノシシ、ニホン

ザルによる農林産物の被害が発生している。また、アライグマやハクビシン

等の小動物による家庭菜園被害やヌートリアによる水稲への被害も多数みら

れる。 

（３）被害の軽減目標 

指  標 
現状値（令和４年度） 目標値（令和８年度） 

面 積 金 額 面 積 金 額 

イノシシ 19.52ha 5,988千円 15.52ha 4,588千円 

ニホンジカ 17.99ha 16,822千円 11.99ha 9,222千円 

ニホンザル 0.19ha 404千円 0.10ha 204千円 

ハクビシン 0.0ha 0千円 0.0ha 0千円 

カラス 0.0ha 0千円 0.0ha 0千円 

アライグマ 0.0ha 0千円 0.0ha 0千円 

ヌートリア 0.0ha 0千円 0.0ha 0千円 

ツキノワグマ 0.0ha 0千円 0.0ha 0千円 

カワウ 0.0ha 0千円 0.0ha 0千円 



（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

有害鳥獣団体捕獲により市猟友

会の捕獲隊が捕獲に従事してい

る。 

また、広報紙やホームページ等で

被害者自身が有害鳥獣個人捕獲

をできることを周知している。 

市猟友会員は微増しているが被

害地域は広範囲にわたり全ての

農業被害に対応できていない。 

また、個人捕獲は捕獲物の処分が

難しいため捕獲申請を行う市民

が少ない。 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

市単独の助成制度及び国交付

金を活用して住民自らの施工に

よる防止柵の設置を推進してい

る。 

全ての鳥獣に対応するような

完全な防止柵はまだ開発されて

おらず、防止柵を設置した場所で

も被害を軽減することはできて

もゼロにすることが難しい。 

また、未設置の場所では設置場

所から移動してきた鳥獣により

新たな被害が発生している場合

もある。 

生息環

境管理

その他

の取組 

広報紙やホームページ等で放任

果樹の除去、鳥獣の習性、被害防

止技術等に関する知識を周知し

ている。里山林整備事業のバッフ

ァゾーン整備による緩衝帯を設

置する。 

広報を行っても個人レベルで実

践に取り組むのみで、集落単位で

の取り組みが出来ていない。 

 

（５）今後の取組方針 

・自己防衛意識を高めるため、追い払い及び防止柵設置をすすめる。 

・個人捕獲を推進する。 

・行政、猟友会、農業者等が連絡を密にすることにより、被害報告受理後 

 迅速かつ効率的な捕獲を行う。 

・鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、ニホンザルの効果的な捕獲を推進

する。 

 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

農業者などの有害鳥獣被害者及び自治会長連名の捕獲依頼書の提出を受け

て、被害状況を確認する現地調査を行う。被害が大きく捕獲が必要となった

場合には、「有害鳥獣団体捕獲」として捕獲許可をし、猟友会で組織する捕

獲隊に従事を依頼する。 

 



（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和６年度 

～ 

令和８年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

ツキノワグマ 

市や市鳥獣被害防止対策協議会等が所有す

る大型の箱わなを効率的に活用し捕獲を推進

すると共に狩猟免許取得に助成を行い狩猟者

の確保に努める。 

令和６年度 

～ 

令和８年度 

アライグマ 

ヌートリア 

ハクビシン 

市や市鳥獣被害防止対策協議会等が所有す

る小型の箱わなを効率的に活用し捕獲を推進

すると共に狩猟免許取得に助成を行い狩猟者

の確保に努める。 

令和６年度 

～ 

令和８年度 

ニホンザル 

カラス 

ニホンザル用の大型囲いわなやカラス用の

囲いわなでの効率的な捕獲を実施すると共に

出没及び被害情報等に基づき緊急に捕獲隊が

出動できる体制を整備する。 

令和６年度 

～ 

令和８年度 

カワウ 狩猟免許取得に助成を行い狩猟者の確保に

努める。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

◎イノシシ 

農作物被害が発生しているため、捕獲を行う必要がある。 

 

◎ニホンジカ 

市内全域で被害が発生しており、有害捕獲だけでなく個体数調整など

積極的な捕獲を行う必要がある。 

 

◎ニホンザル 

  最近は、伊自良地域、美山地域以外の高富地域でも目撃、被害情報が

多くなった。大型囲いわなによる効率的な捕獲を実施すると共に出没情

報等に基づき捕獲隊が銃器による緊急捕獲に出動する体制を整備する。 

 

◎ハクビシン 

  生息地域が市内全域に広がっているため箱わなによる積極的な捕獲が

必要である。 

◎カラス 

  出没や被害情報等に基づき捕獲隊が銃器による緊急捕獲に出動する体

制を整備すると共に、被害が常在化している場所では囲いわなによる効

率的な捕獲を実施する。 



 

◎アライグマ 

  農作物にも被害が発生しているため、特定外来生物の防除計画に従い

計画的に防除を進める。 

 

◎ヌートリア 

  完全な排除が困難なため捕獲を実施しても地域によっては時期が来る

と毎年被害が繰り返されている。特定外来生物の防除計画に従い計画的

に防除を進める。 

 

◎ツキノワグマ 

  岐阜県特定鳥獣保護管理計画（ツキノワグマ・第３期）に基づき、被

害防止対策を行っても被害を抑えきれない場合に必要最小限の捕獲を行

うものとする。 

 

◎カワウ 

  カワウによる被害が確認されているため、捕獲を行う必要がある。 

 

【鳥獣の捕獲実績】 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

イノシシ ３９ ２７ ８５ 

ニホンジカ ６１６ ５２２ ５２９ 

ニホンザル ２７ ３８ ４６ 

ハクビシン ４９ ４８ ５７ 

カラス ２１１ １４４ １１０ 

アライグマ ２２ ２４ ２７ 

ヌートリア ２０ ８ ９ 

ツキノワグマ ９ ２ ２ 

カワウ ０ ０ ０ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

イノシシ １００頭 １００頭 １００頭 

ニホンジカ ６００頭 ６００頭 ６００頭 

ニホンザル １００頭 １００頭 １００頭 

ハクビシン ７０頭 ７０頭  ７０頭 

カラス ２００羽 ２００羽 ２００羽 

アライグマ ４０頭   ４０頭 ４０頭 

ヌートリア ４０頭 ４０頭 ４０頭 

ツキノワグマ ３頭 ３頭 ３頭 

カワウ ５０羽 ５０羽 ５０羽 

 

 

 捕獲等の取組内容 

・市内全域において猟友会の協力を得て積極的な捕獲を実施する。 

・住宅地域などでは、箱わなを使って捕獲を実施するとともに、追い払い等

の対策を進める。 

・ニホンザルについては大型の囲いわなを導入して地域住民と協力体制を構

築し、効率的な捕獲を推進する。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

ライフル銃による捕獲は実施しない。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当なし 該当なし 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

ハクビシン 

アライグマ 

ヌートリア 

市単事業、国交付

金による柵設置延

長の総計 

9,500ｍ 

 

市単事業、国交付

金による柵設置延

長の総計 

9,500ｍ 

 

市単事業、国交付

金による柵設置延

長の総計 

9,500ｍ 

 



（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 

 

取組内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

定期的な見回りに

より、修繕するな

ど防止柵を適切に

管理する。 

定期的な見回りに

より、修繕するな

ど防止柵を適切に

管理する。 

定期的な見回りに

より、修繕するな

ど防止柵を適切に

管理する。 

イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

定期的な見回りに

より、発見した鳥

獣の追い払いを実

施する。 

定期的な見回りに

より、発見した鳥

獣の追い払いを実

施する。 

定期的な見回りに

より、発見した鳥

獣の追い払いを実

施する。 

 

 

  



 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和６年

度 

～ 

令和８年

度 

ニホンザ

ル 

イノシシ 

ニホンジ

カ 

広報紙やホームページ等で放任果樹の除去、鳥獣の

習性、被害防止技術等に関する知識を周知している。 

 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

山県市 関係機関との協議、捕獲方法の決定 

山県警察署 周辺住民の安全確保の方法、銃器使用の是非の検討 

岐阜地域環境室 捕獲方法、放獣先の検討 

山県市猟友会 銃器・わなの手配、必要な人員の確保の検討 
 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 （開庁時） 

     山県市農林商工課（情報無線の対応） 

      

山県警察署生活安全課（２２－０１１０） 

      岐阜市消防本部山県消防署（２２－０１１９） 

      山県市学校教育課 

      山県市こども・健康課 

 （閉庁時） 

     山県市役所宿日直 

 

山県市農林商工課 課長・担当者（情報無線の対応） 

山県警察署生活安全課（２２－０１１０） 

岐阜市消防本部山県消防署（２２－０１１９） 

山県市学校教育課 担当者 

山県市こども・健康課 担当者 

       出没地区の山県市猟友会支部長 

       出没地区の自治会長 



 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

・猟友会が捕獲した鳥獣は、捕獲した現場で埋設し適切に処分している。 

・個人が捕獲した鳥獣は、個人による埋設又は専門業者による適切な処分

を行っている。 

・学術的な研究及び保護が必要な場合には関係機関と協議する。 

・ニホンジカについては、業者に委託して、化製処理をしている。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 鹿肉の精肉をジビエ加工販売所にて販売する。 

市内レストランでジビエ料理にする肉を提供する。 

精肉の過程で発生する余剰肉をハンバーグやソーセ

ージに加工する技術を開発する。 

ペットフード 鹿肉の精肉をジビエ加工販売所にて販売する。 

皮革 特になし 

その他 

（油脂、骨製品、角 

製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

特になし 

 

（２）処理加工施設の取組 

特になし。 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

岐阜県が開催する研修会に参加し、技術の向上を図る。 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 山県市鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

山県市 協議会の運営、各機関との連絡調整 

自治会連合会 被害状況の把握、情報提供 

山県市猟友会 有害鳥獣に対する専門知識、捕獲体制への助言 

ぎふ農業協同組合 被害状況の把握、情報提供 

岐阜県 野生イノシシの豚熱（CSF）まん延防止対策 

  



 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

山県市農業委員会 各地区の被害状況の把握、各地区の意見の集約 

岐阜県農業共済組合 被害状況の把握、情報提供 

岐阜中央森林組合 被害状況の把握、情報提供 

岐阜地域環境室 有害鳥獣の捕獲に係る助言 

 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

令和４年度に鳥獣被害対策実施隊を設置。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

特になし。 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

特になし。 

 


